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八潮市母乳育児支援給付金の支給に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子どもの誕生を祝うとともに、母乳育児支援により

、出産後の母親の育児不安の軽減や子どもの健全育成を図るため、医療

機関又は助産院における乳房マッサージ及び授乳指導（以下「乳房ケア

」という。）に係る費用（以下「乳房ケア費用」という。）に対し、八

潮市母乳育児支援給付金（以下「給付金」という。）を支給することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 給付金の支給の対象となる者（第４条第２項において「支給対象

者」という。）は、乳房ケア実施日及び第４条の規定による申請をした

日において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本

市の住民基本台帳に記録されている者であって、出産の日から１年以内

に乳房ケアを受けたものとする。 

（給付金の額等） 

第３条 給付金の額は、５，０００円を上限とし、乳房ケア費用の額（消

費税及び地方消費税を含む。）が上限に満たない場合は、その額とする

。ただし、給付金の支給は、１回の出産につき乳房ケア１回分を限度と

する。 

（申請） 

第４条 給付金の支給を受けようとする者は、八潮市母乳育児支援給付金

支給申請書（様式第１号）に乳房ケアを受けた医療機関又は助産院が発

行した領収書を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、支給対象者が乳房ケアを受けた日から９０

日以内に行わなければならない。 

（審査及び決定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容

を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その旨を八潮市母乳育児支

援給付金支給決定通知書（様式第２号）又は八潮市母乳育児支援給付金

不支給決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知する。 

（支払） 

第６条 市長は、前条の規定により給付金の支給を決定した場合は、当該

支給の決定をした日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。 
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（不正利得の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者が

あるときは、八潮市母乳育児支援給付金返還命令書（様式第４号）によ

り通知するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年１０月１日（以下「施行日」という。）から施

行し、施行日以後に乳房ケアを受けた者について適用する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

八潮市母乳育児支援給付金支給申請書 

 

年  月  日   

（宛先）八潮市長 

 

                  住  所 

 

              申請者 氏  名          印   

 

                  電話番号 

 

次のとおり八潮市母乳育児支援給付金の支給を申請します。 

なお、支給の可否の決定に当たり、八潮市母乳育児支援給付金の支給に

関する要綱第２条に規定する事項に関する個人情報について照会すること

に同意します。 

乳房ケアを 

受 け た 日 
年  月  日  

医療機関・ 

助産院名称 

 

 

子どもの氏名・出生日 

氏名 

年  月  日  

 

振
込
先 

金融機関 
銀行 信金 

農協 信組 

店 

出張所 

口座番号 

 

 口座名義 

（カタカナ） 

 

 

※処理欄 申請者が住民となった日    年   月   日 

 

１ 出産の日から１年以内に乳房ケアを受け、乳房ケアを受けた日から９０

日以内に申請してください。 

２ 乳房ケアを受けた医療機関又は助産院が発行した領収書を添付してくだ

さい。 

３ 処理欄は、記入しないでください。 
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様式第２号（第５条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

  八潮市長          

 

八潮市母乳育児支援給付金支給決定通知書 

 

八潮市母乳育児支援給付金について、次のとおり支給を決定したので

通知します。 

 

支給金額 

 

        円 

 

振込予定日 

 

年   月   日 
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様式第３号（第５条関係）  

第     号   

年  月  日   

 

          様 

 

八潮市長          

 

八潮市母乳育児支援給付金不支給決定通知書 

 

八潮市母乳育児支援給付金について、次のとおり不支給と決定したので通知

します。 

不支給の決定をした理由 
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様式第４号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

八潮市長          

 

八潮市母乳育児支援給付金返還命令書 

 

八潮市母乳育児支援給付金について、次のとおり返還するよう命じます。 

 

返還金額 

 

                   円 

 

返還期限 

 

年   月   日 

 

 

返還を命ずる 

理由 

 

 

 

 

 

 


